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１ 基本的な事項                           

 

（１）町の概況 

○自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

本町は、伊豆半島西海岸の南部に位置し、東西14.448km、南北11.304km

からなる総面積85.11k㎡の町で、天城山系により、北は西伊豆町、東は河

津町、下田市、南は南伊豆町に接し、西側は駿河湾に面している。 

町域の８割を山林原野が占め、東側には長九郎山、婆娑羅山がそびえて

おり、平坦部は町の中央を西に流れる那賀川、岩科川の下流域に広がり、

河口は松崎港となっている。那賀川、岩科川の流域には約500haの平野を

形成しており、松崎港から南へ連なる海岸線は、富士箱根伊豆国立公園や

名勝地伊豆西南海岸に指定されており、砂浜や岩礁など彩りに富み、岩

地・石部・雲見の各漁港や海水浴場がある。 

また気候は四季を通じて温暖で、海、山、川の豊かな自然と松崎、桜田、

大沢、岩地、石部、雲見地区は、温泉に恵まれ、伊豆西海岸の一つの拠点

となっている。 

 

明治22年の町村制施行により松崎村、中の郷村、岩科村の３カ村が自治

体として発足、その後中の郷村は中川村と改称し、松崎村は明治34年に町

制を施行し松崎町と改称した。そして、昭和30年に松崎町と中川村が合併

して新たに松崎町となり、翌31年岩科村と合併し現在の松崎町が誕生し

ている。 

 

本町は、鉄道網が未整備で、主として路線バスによる交通機関に頼って

おり、三島・修善寺方面と結ぶ国道136号及び下田へつながる主要地方道

下田松崎線が、住民の暮らしと本町を訪れる観光客の重要なルートとし

て機能している。道路交通の安全性や利便性の確保は、産業振興や防災対

策の上からも整備が進められている伊豆縦貫自動車道とアクセス道路の

早期完成を期待するものである。 

また、松崎新港を活用した海上ルートを整備することで交通網の利便

性の向上や災害対策にも期待される。 

 

本町の基幹産業は観光業であり、なまこ壁のある街並みなど地域固有

の歴史・文化や美しい自然景観、温泉などの自然資源を有し、卸売業や小

売業、宿泊業、飲食サービス業を中心に展開されている。 

しかしながら、時代背景による観光ニーズの多様化などの影響で主要

産業が低迷し、他の産業のいずれにおいても高齢化や担い手の確保など

が課題となっており、新たな産業振興や活性化に向けての道を模索して
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いる状況である。 

 

○過疎の状況 

国勢調査による総人口は、昭和25年の14,162人をピークに、令和２年

（6,038人）を基準とすると、昭和35年からの60年間では50.4％の減、平

成２年からの30年間では34.3％の減となり、人口の減少傾向は今後も続

くものと思われる。 

階層別では、平成２年からの30年間では、0歳から14歳（年少人口）が

68.3％の減少を示し、それに比べ65歳以上（老年人口）は49.7％の伸びを

示している。高齢化率は県下35市町中第４位の48.9％と県平均（30.2％）

を大きく上回っており、平均年齢も県平均48.4歳に対し、58.9歳となって

いる。 

 

幹線道路や農林業の振興、経営近代化施設の整備など、産業の振興を目

的とした山村振興等農林漁業特別対策事業や農村総合整備統合補助事業

などを計画的に実施するとともに、漁業の振興を図るため、岩地、石部、

雲見地区については、漁港の整備を行った。そのほか、防災対策として、

防災行政無線施設整備や消防ポンプ庫の建設、津波避難タワーの整備な

どの基盤強化を図った。平成22年に物流や観光、海洋レクリエーション、

震災時の緊急対策を目的として松崎新港湾が供用開始となったが、今後、

更なる利活用を検討し、機能を高めるための各種事業を展開していく必

要がある。 

 

温暖な気候と美しい自然、風土、歴史、文化に恵まれ、海・山に囲まれ

た町には農林業、水産業が築かれ、観光業を中心に暮らしを支えてきたが、

令和２年国勢調査では、第１次産業が175人、第２次産業も442人、建設業

や製造業も全般的にかなりの減少を示している。大多数を占める第３次

産業も2,094人と減少傾向にある。 

近年、少子・高齢化や就業の場が少ないことから、人口が減少し、長引

く景気低迷から観光業などは、廃業する施設も増えるなど深刻な問題と

なっている。今後、新しい働き方や企業支援など若い人が安定して働き続

けられる環境や高齢化に即応した施設整備や交通ネットワークの改善、

老朽施設のリノベーションが必要である。 

 

町では、これまでに６次にわたる総合計画を策定し、長期的な観点から

計画的な町の発展を目指してきたが、人口の減少に歯止めがかかってい

ない状況である。この人口の減少は、就業の場の少なさや交通の不便さ、

地元産業の低迷などによるものが大きいため、町の特徴を活かした地域
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振興施策を実施して活性化を図る必要がある。 

 

○社会経済的発展の方向の概要 

町はこれまで、観光業を基幹産業に発展してきたが、後継者不足、高齢

化が深刻で、その対策が進んでいない。農林水産業においても同様であり、

規模の零細化など厳しい状況のなか、その比重は低下しつつあり、商工業

についても立地の劣性、低い生産性、若年労働者不足や地形的制約から、

その対策は進んでいないのが現状である。 

商業は、小売業を中心としているが、令和３年経済センサス活動調査に

よる事業所数は115事業所、従業者数が465人であり、工業は、令和元年工

業統計調査では、事業所数が６事業所（従業者４人以上）、従業者数は75

人となり、事業所及び従業者数は年々減少傾向にある。 

このような事業所は松崎地区に集中しているが、自家用車利用による

買物の一般化と周辺市町での大型量販店等の増加及び人口減少による経

済の低迷、商店街の後継者不足から地域経済の地盤沈下が進みつつある。 

 

温暖な気候と海、山、温泉など豊かな自然を生かした伊豆西海岸の観光

地として、夏の海水浴を中心に毎年多くの人が訪れているが、入込客数は

平成４年をピークに減少を続けている。 

本町には、民宿を中心に50軒余りの宿泊施設があるが、リーマンショッ

クや東日本大震災による景気低迷、昨今のコロナウイルス感染拡大の影

響から、大打撃を受けている。今後、コロナ禍後の生活スタイルの変化や

観光客のニーズを的確に捉えた、新しい観光地づくりへの転換に迫られ

ている。 

町では、平成８年度からグリーンツーリズム事業を推進してきている

が、観光客のニーズが体験型や教育旅行などのニューツーリズムに変化

してきていることから、新しい観光の展開や地域資源の再考、利活用がこ

れまで以上に求められている。 

観光業の中心を担ってきた三浦地区（岩地・石部・雲見）でも高齢化が

進み、65歳以上が50％を超える限界集落となっており、宿泊施設の減少が

進んでいることから、いかに事業の継続を図るかが喫緊の課題である。 

過疎化が進む伊豆西・南地域では、観光振興、医療・福祉水準の向上、

道路のネットワーク化など、共通した課題を抱えており、これらの解決に

向けて広域的な取り組みがますます重要となっている。平成27年に創設

された「美しい伊豆創造センター」を中心とした７市６町や下田市・賀茂

地区１市５町の広域連携によるスケールメリットを生かした事業の展開

を図っていかなければならない。 

こうした中、地方分権を踏まえた簡素で効果的な組織機構を確立する
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とともに、質の高い行政サービスの提供と限られた財源の効果的な活用

を図る必要がある。 

今後は、「第６次松崎町総合計画」、「第３期松崎町総合戦略」などとの

整合性を保ちながら地域振興施策の実現に向けて努力する。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

令和２年国勢調査の年齢別人口構成（表1-1(1)）は、年少人口（14歳以

下）7.7％（平成27年国調9.2％）、生産年齢人口（15歳～64歳）43.5％（平

成27年国調47.7％）と共に減少している一方で、65歳以上の老年人口が

48.8％（平成27年国調43.1％）と逆に年々増加しており、若年者の流出

と高齢化に拍車がかかり、自治体の危機が顕著になってきた。年齢構成

の特徴は、老年人口比率の高いことであり、ほぼ２人に１人は65歳以上

である。 

今後、生産年齢人口が大きく減少する中にあって、高齢化の傾向が一層

顕著となることが予想される。 
 

 表１-１(1) 人口の推移（国勢調査） 

区分 

昭和55年 平成2年 平成17年 平成27年  令和 2年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 
人 

12,183 

人

9,266 

％ 

76.1 

人 

8,104 

％ 

66.5 

人 

6,837 

％ 

56.1 

 人 

6,038 

 ％ 

49.6 

0歳～14歳 3,902 1,459 37.4 927 23.8 627 16.1 463 11.9 

15歳～64歳 7,162 5,837 81.5 4,450 62.1 3,258 45.5 2,626 36.7 

 

うち 

15歳～ 

29(a) 

2,329 1,172 50.3 708 30.4 516 22.3 389 16.7 

65歳以上

（b） 
1,119 1,970 176.1 2,727 243.7 2,949 263.5 2,949 263.5 

(a)/総数 

若者者比率 

％ 

19.1 

％ 

12.6 
－ 

％ 

8.7 
－ 

％ 

7.6 
－ 

 ％ 

6.4 
  － 

(b)/総数高

齢者比率 

％ 

9.2 

％ 

21.3 
－ 

％ 

33.7 
－ 

％ 

43.1 
－ 

 ％ 

48.8 
  － 
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 表１－２(2) 人口の見通し                   （単位：人） 

  

 

 

 

 

 

 

 

出典 総務省「国勢調査」 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域将来推計人口」 

 

（３）行財政の状況 

○行財政 

昭和53年から「花とロマンのふる里づくり」をシンボルテーマに、住民

参加による自然や歴史的資源を生かしたまちづくりを進めているが、近

年社会経済情勢は国際化、少子・高齢化、情報化、技術革新など大きく変

化しつつあることから、多様化する行政の需要に対応するため、一般経費

の節減合理化、職員定数の管理等行政の見直しに配慮してきた。 

今後も経常経費の節減を行い、健全な財政運営、県市町合同研修に加え、

外部講師を招いた研修を行うほか、人事考課制度の活用を含め、職員の意

識改革と資質向上に努めるとともに、行政運営を経営的な視点で取り組

み、町民満足度の高いまちづくりを進めていく。 

広域行政面では、下田市・賀茂地区１市５町による下田メディカルセン

ター及び東伊豆町を除く１市４町で組織する下田地区消防組合、西伊豆

町との西豆広域行政組合を一部事務組合により事務・事業の共同処理を

行っている。斎場事務は隣町である西伊豆町に事務委託をしているが、施

設の老朽化が著しく、早期の建て替えが必要となっている。令和６年度に

西豆衛生プラント組合の名称などを変更することを決定し、令和７年度

から西豆広域行政組合として、斎場事務を追加して、新斎場の整備等を進

めている。 

財政面においては、令和２年度一般会計の決算額を平成27年度と比較

すると、歳入総額は11.7％増、歳出では20.0％増、財政力指数においては、

平成27年度0.36に対し令和２年度0.30と減少傾向である。 

集計年 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 

総 人 口 10,013 9,635 9,266 8,841 8,515 8,104 7,653 6,837 6,038 

年 少 人 口 2,024 1,797 1,459 1,232 1,063 927 831 627 463 

生産年齢人口 6,446 6,148 5,837 5,329 4,898 4,450 3,971 3,258 2,626 

老 年 人 口 1,543 1,686 1,970 2,280 2,554 2,727 2,841 2,949 2,949 

集計年 R7 R12 R17 R22 R27 R32 

総 人 口 5,405 4,841 4,290 3,767 3,286 2,840 

年 少 人 口 353 284 238 216 187 151 

生産年齢人口 2,257 1,959 1,661 1,353 1,130 986 

老 年 人 口 2,795 2,598 2,391 2,198 1,969 1,703 
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地方債残高は、平成27年度末と令和２度末では約１億６百万円減少し

ているものの、実質公債費率は同期比較で1.0％上昇している。 

歳入面では、令和２年度一般会計決算の町税等自主財源は約12億4千万

円で平成27年度と比較して約7.0％減、自主財源の割合は26.1％と非常に

低い数値となっており、地方交付税や国、県支出金を主体とする依存財源

に頼るところが大きい。 

歳出面では、投資的経費が減少傾向にあり、財政の弾力性を示す経常収

支比率は83.1％で、依然として財政構造の硬直化に留意した財政運営が

求められている。 

今後、過疎対策事業を中心とした各種事業の実施及び財政需要に対処

するためには、行財政の合理化・健全化を進めることはもちろんのこと、

効率的・効果的な事務事業の検討、あるいは優先順位の選択など計画的な

行財政運営が必要である。 

 

○施設整備の水準 

産業振興を中心として、農村総合整備統合補助事業及び山村振興農林

漁業特別対策事業、集落排水処理施設整備事業、観光施設整備事業、水道

施設改良事業等の各種事業実施により、生産基盤の整備や快適な環境づ

くりが図られている。また、教育文化施設の整備により、小中学校の耐震

補強工事も完了し、学校施設や生涯学習の充実が図られた。なお、子育て

支援の一環として平成27年度に聖和保育園、平成28年度には松崎幼稚園

の園舎整備、令和６年度・７年度には学校給食共同調理場の整備を行った。 

今後は社会情勢の変化や情報化等の進展に対応した施設整備や老朽施

設の利活用のため改修整備が必要である。 

 
  表１－２(1) 市町村行財政の状況 

区分 平成22年度 平成27年度 令和２年度 

歳入総額Ａ 4,124,120 4,063,524 4,764,078 

 一般財源 2,474,736 2,544,609 2,540,606 

 国庫支出金 540,693 351,440 1,246,444 

 都道府県支出金 202,646 267,323 207,530 

 地方債 386,591 233,729 140,678 

  うち過疎対策事業債 4,700 2,300 25,400 

歳出総額Ｂ 3,980,582 3,801,151 4,562,239 

 義務的経費 1,386,133 1,289,059 1,321,229 

 投資的経費 834,604 519,544 349,261 

  うち普通建設事業 494,872 402,999 317,084 

 その他 1,759,845 1,992,548 2,891,749 
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 過疎対策事業費 530,055 560,904 429,700 

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 143,538 262,373 201,839 

翌年度へ繰越すべき財源Ｄ 12,457 86,801 60,656 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 131,089 175,572 141,183 

財政力指数 0.36 0.31 0.30 

公債費負担比率 12.8 9.5 9.9 

実質公債費比率 7.2 3.1 4.1 

起債制限比率 5.6  － － 

経常収支比率 80.1 81.4 83.1 

将来負担比率 － － － 

地方債現在高 3,474,004 3,185,427 3,079,074 

 

  表１－２(2) 主要公共施設等の整備状況 

区分 昭和55 

年度末 

平成2 

年度末 

平成12 

年度末 

平成22 

年度末 

令和２ 

年度末 

市町村道      

 改良率（％） 4.7 5.0 5.1 5.6 5.6 

 舗装率（％） 13.5 39.6 42.1 42.1 42.1 

農道      

 延長（ｍ） 38,037 － 27,458 30,167 33,409 

耕地1ha当たり農道延長（ｍ） 63.3 － 50.8  － 

林道      

 延長（ｍ） 6,942 7,545 10,169 13,576 15,163 

林野1ha当たり林道延長（ｍ） 1.3 1.6 2.0  － 

水道普及率（％） 93.5 98.7 99.5 99.3 99.7 

水洗化率（％） 40.8 68.4 91.7 93.0 93.3 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数（床） 

－ 57 27 0 0 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

本町では、これまで「花とロマンのふる里づくり」を核としたまちづく

りを展開してきたが、50年近くが経過し、時代の流れや現在の松崎町の現

状に合わせ、より一層松崎町の魅力を伝えられるイメージを形成すると

ともに、人口減少・少子高齢化が進む中、産業の振興を一層図るとともに

地域コミュニティを活性化し、子どもから高齢者まで全ての人が参加で

きる協働のまちづくりを進めていく必要がある。 

そのため、平成25年度に「日本で最も美しい村」連合に加盟し、小さく

ても素晴らしい地域資源や美しい景観・文化を守り、地域力を結集し、自
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立を目指す活動を展開したところである。 

住民にとって住みよいまちづくり、愛着と誇りのもてるまちづくりが、

とりもなおさず誰もが訪れてみたい、訪れる町につながるもので、交流人

口の増加から移住・定住につなげていくことを目指していく。また、その

ための人材の育成など新しい時代への種蒔きや基盤づくりを推進する必

要がある。 

こうした中、引き続き第６次総合計画に掲げた町の将来像「ここでは、

誇り高く、穏やかに、豊かに生きられる～コンパッションタウン松崎～」

を目指すため、次のような基本理念に沿って取り組むものとする。 

  

① 人と人が交流し、きょうどうするまち 

地域のつながりが薄れている今、コミュニティを中心としたつなが

りの復活、皆で支え合い、きょうどうすることが、地域の活力となり、

コミュニティを中心に住民の皆さんと、いっしょになってまちづくり

を進めていく。 

 

② 地域の自然、文化、伝統を大切にするまち 

先人から受け継ぎ大切に育んできた、豊かな自然と文化。それを、ま

た次の世代に引き継いでいく。そのことが現代に生きる我々の豊かさ

にもつながる。 
 

③ 風と土が出会い、育ちあうまち 

    風はここに訪れる人。土はここに生きる人。訪れた人がまた訪れたい

と思うまち。ここに来れば癒やされる。人と人がつながる風待ち港。こ

こに生きる人、訪れる人が出会い、その交流によってお互いを高め合う

まち。 

 

④ 人生のはじめから終わりまで、よりそい支え合うまち 

    だれもが、孤立することなく安心して暮らせるまち。かつて、このま

ちのどこにでもあった人と人のつながりや、一人ひとりの個性が大切

にされ、思いやり助け合っていた風景。優しさがあふれ、だれもが暮ら

しやすいまち。 

 

⑤ だれもが夢を描き、チャレンジできるまち 

豊かな自然や文化、人情あふれる地域性。ほかにはないかけがえのな

いものがここにはあります。田舎だからこそ、小さなまちだからこその

利点を活かし、だれもが夢を描きチャレンジするまち。 
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（５）地域の持続的発展のための目標 

      地域の持続的発展のための基本目標として、人口減少を想定よりも抑

制すること指標とし、次のとおり目標を設定する。 

 

 

 

       

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域将来推計人口」の令和７年(5,405人)

と令和12年(4,841)の推計人口の比較による減少率(10.43)をもとに算定した推計住

基人口を本計画の指標とし、令和12年度末までの５年間で減少率10.43％（＝各年

2.09％）以内に抑えることを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

   計画の達成状況については、松崎町総合計画の評価と連動して毎年度、

検証・評価を行い公表し、必要に応じて柔軟に計画を見直すこととする。 

 

（７）計画期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

○公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

松崎町公共施設等総合管理計画に定められた公共施設等の管理に関す

る基本的な考え方は、次のとおりです。  

    

○基本的な方向性   

第６次松崎町総合計画においては、町の将来像を「ここでは、誇り高く、

穏やかに、豊かに生きられる～コンパッションタウン松崎～」として掲げ

ている。また、第３期松崎町総合戦略では、「地域経済を強くする循環」

「人が活躍し、人を呼びこむ循環」「子供を育て、教育する循環」「健康で

安心して暮らす循環」による人口減少社会への戦略とし、美しい景観、街

並み、温泉など松崎町固有の資源を活かし、魅力あるまちづくりを推進し

ていくとしている。そのため、特徴のある歴史・風土のもと、本町のもつ

資源を有効に活用し、公共建築物について適切な維持管理を進め、町民サ

 R6 R12 

住基人口※年度末現在 5.589 5,029 

 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

住基人口（年度末） 5,472 5,358 5,246 5,937 5,136 5,029 
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ービスに適応していく。 

○過疎地域持続的発展計画と公共施設等総合管理計画の整合  

本町の持続的発展のため、本計画において、人口減少対策や産業振興対

策などの活性化に向けて必要な施策を重点的に盛り込むものであるが、

施設の整備に当たっては、上記の考え方に基づき本町の公共施設等の品

質、保有量及び管理費の適正化に取り組むことを通して、将来にわたり町

の財政の健全な運営を確保しつつ、持続可能な行財政運営を前提とした

過疎対策を推進する。 

 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成              

（１）現状と問題点 

  ○移住定住 

人口減少が続く本町では、それに比例して空き家の増加、地域の活力が

低下している。一方で環境意識やゆとりある生活への志向の高まりなど、

地方への訪問や二地域居住、移住を考える都市住民も多くなっている。そ

れらを結びつけるための環境整備や情報発信が求められている。 

 

  ○地域間交流 

人口減少・少子高齢化が進む中、産業の振興を一層図るとともに地域コ

ミュニティを活性化し、子どもから高齢者まで全ての人が参加できる協

働のまちづくりを進めていく必要がある。平成25年度に「日本で最も美し

い村」連合に加盟し、小さくても素晴らしい地域資源や美しい景観・文化

を守り、地域力を結集し、自立を目指す活動を展開している。 

 

  ○人材の育成 

人口減少・少子高齢化の進行による担い手不足が深刻化し、集落機能の

低下が著しく、地域を支える担い手の育成が求められている。 

 

（２）その対策 

  ○移住定住 

空き家情報バンクなどの都市部等からの移住促進施策を推進し、情報

発信や移住相談、現地案内、空家等の改修に係る助成を行い、受け入れ体

制の整備を推進する。 

 

  ○地域間交流 

日本で最も美しい村連合の基本理念である農山漁村の美しい景観や文

化を守りつつ地域の自立を目指す取り組みが、住民にとって住みよいま

ちづくり、愛着と誇りのもてるまちづくり、誰もが訪れてみたい町、そし
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て訪れる町へと、交流人口の増加から関係人口の創出、移住・定住につな

げていくことを目指していく。 

 

  ○人材の育成 

地域おこし協力隊をはじめとした外部人材の積極的な活用などにより、

地域の活力を取り戻し、新たな担い手の育成につなげる。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

(1)移住・定

住 

松崎テレワークスタイル創出事業 

 

松崎町  

(4)過疎地域

持続的発展

特別事業 

 移住定住 

移住定住促進事業 松崎町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

３ 産業の振興                            

（１）現状と問題点 

  ○農業 

本町では、温暖な気候のもと水稲や全国生産の約７割を占める特産の桜

葉、柑橘類、わさび、しいたけなどが栽培されている。2020年農林業センサ

スでは農家数343戸で、そのうち約８割が自給的農家となっている。また、

担い手の高齢化や経営環境の悪化により、近年では耕作放棄地の増大が深

刻化しており、その再生と利用が求められている。 

加えて、農作物への鳥獣被害の増大は、生産意欲の喪失や耕作放棄につな

がっており、鳥獣害対策も課題となっている。 

  

○林業 

林野面積は約7千㌶で、総面積の84％を占めているが、2015年農林業セン

サスでは、林業経営体は５戸のみで、従事者の高齢化、減少に伴い計画的な

森林施業が難しく、森林の荒廃化が進んでいる。森林は、木材生産の場のみ

ならず、水源かん養や災害防止、保健休養の場として多面的な機能を有する
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ことから、森林環境譲与税を活用しながら適切な森林整備を進める一方、切

り出した地域材を有効活用する事業の展開が必要である。 

  

  ○水産業 

漁業は、岩地、石部、雲見の３漁港と地方港湾である松崎港を拠点とし、

沿岸漁業を中心に行われているが、ほとんどが小規模な経営体で、民宿や遊

漁船業との兼業経営を営んでいる。令和元年の港勢調査では、登録漁船数は

61隻、総トン数66.7トン、属地陸揚2.7トン、陸揚金額７百万円と年々減少

しており、60歳以上が半数を占める漁業従事者の高齢化に伴う従事者の減

少と相まって、次代の担い手の確保が必要となっている。また、物揚場等の

漁港施設の老朽化も進み、その整備についても課題となっている。 

 

○地場産業の振興 

地域産業は、第３次産業を中心にサービス業、小売・飲食業などの割合

が高く、第１次産業についても、特産品の開発や販路として、観光との関

連を深めた６次産業化を進めている。 
また、第２次産業のなかで、主な製造業種には食料品、造船等の輸送用機

器、家具などがあるが、令和3年経済センサスによる第２次産業（製造業）

は、25事業所と少なく、経営規模の小さなものが大半を占めている。 
こうした中で、商工会を中心に事業者による経営改善が進められている

が、中小事業を取り巻く環境は非常に厳しいため、今後、経営安定化への支

援策の導入や後継者育成、環境整備の推進等の必要がある。 
 

  ○企業誘致 

本町の基幹産業である観光関連事業は、長引く不況や旅行形態の多様化

などから、入込観光客の減少傾向に歯止めがかからず、立直りの気配が見え

てこない状況にあり、景気の低迷により、町内事業所においても雇用の増加

は見込めず、むしろ、縮小など不安材料ばかりが目立っている。 

こうしたことから、当然のことながら、若者の働く場がないため、町外へ

職場を求めることとなり、これが人口減少、急激な高齢化の進行の最大原因

となっている。 

 

  ○商業 

平成20年秋のリーマンショック以降の世界的な景気後退に伴い、経済構

造が大きく変化し、加えて新型コロナウイルスの感染拡大による影響から

商業者はこれまでに経験したことのない深刻な状況に直面している。 

商店街は、大型スーパー、コンビニエンスストアの進出などにより購買量

の減少や空き店舗の増加が目立っている。今後、空き店舗を活用した新たな
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事業やにぎわい創出のためのイベントなどの実施により、個性的な魅力あ

る人の集まる商店街づくりが求められている。 

 

  ○観光又はレクリエーション 

美しい自然に囲まれた当町は、数多くの観光資源で満たされている。町内

には、歴史と伝統を刻む「なまこ壁通り」や、日本的ななまこ壁と洋風のバ

ルコニーが特色の「重文旧岩科学校」、姉妹都市帯広市との縁の深い「県指

定建造物依田家住宅」等、歴史的文化財とともに、本町の生んだ鏝絵の名工、

入江長八の作品を展示する「伊豆の長八美術館」などがある。 
また、透明度の高い美しい海岸を有していることから、夏には４つの海水

浴場に家族連れや若者グループが訪れるなど、四季を通じて楽しめる町で

ある。 
   第３次産業就業人口比率は77.0％で、観光依存度が高く、令和５年度の年

間観光交流客数は26万252人となっている。本町には約50軒の宿泊施設があ

り、その約７割が民宿であるが、最近では、後継者不足から年々減少してい

る。全国的な観光業の衰退の中にあって、滞在型ツーリズムの推進、広域的

なＤＭＯ組織の設置、インバウンド対策の検討、地域資源の掘り起こし、磨

き上げ、情報発信などが急務となっている。 

 

  ○港湾 

平成22年に供用開始した松崎新港は、伊豆西海岸の海の玄関口としてそ

の役割は非常に大きいものがあるが、石材の搬出や間伐材の試験搬出、河津

町の風力発電用の資材搬入で使用されたものの、十分な活用にまで至って

いない。今後、関係機関と協議をしながら、港湾機能としての産業振興だけ

ではなく、観光客誘致に結びつけた港湾の活用を検討する必要がある。 

 

（２）その対策 

○農業 

全国有数の恵まれた自然環境を有し、観光客に保養の機会を提供してい

る伊豆地域の特性を生かし、自然景観と地域資源を活用するグリーンツー

リズムなどのニューツーリズムの振興を図るとともに、農業所得の拡大の

ための施策を促進する。 

また、平坦地の耕地と比べ生産条件の不利な中山間地域における耕作放

棄の防止と多面的機能の確保及び国土保全の観点から、平成12年度より中

山間地域等直接支払制度を実施し、対象地域の農業生産活動の維持及び経

済活動、生活環境の改善を図っている。近隣市町等関係機関とも連携して農

業振興施策を推進する。 

特に、鳥獣被害対策については、被害予防対策や駆除対策を進め、被害の
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軽減を図るとともに、高齢化と減少傾向が進む狩猟者の確保のため、狩猟免

許の取得を支援していく。 

① 観光とグリーンツーリズムの展開、移住・定住促進事業と合わせ、都

市と農村の交流を促進するため「石部棚田」などの農業資源の活用、農

業イベント、体験農業の機会を促すとともに、観光業との連携のもと、

農産物の付加価値を向上させ、地域内消費の拡大に努める。また、平地、

傾斜地、山地等の特性に合い、それぞれの地域の農業振興に結びつく新

しい作目の導入を検討する。 
② 農道、用水路等の農地基盤整備を始めとし、地区の農業形態や特性に

基づく計画的な農産物の集・出荷施設等の生産基盤の構築や、公園、広

場、集会施設の整備、改善などの生活環境基盤整備を進めていく。また、

農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積など、農地の流動化を

進めるとともに、南郷地区などの遊休農地を優良農用地として再生を進

め、農地の高度利用を図る。 

③ 各作目に対する施設化、経営の高度化、販路開拓等の方策の検討と

ともに合理的な複合経営の促進を図り、さらに担い手不足解消のため、

学校や地域との連携により、次代の農業後継者の育成と支援策を検討

し推進するとともに、町外からの移住希望者に積極的な働きかけをし

ていく。特に全国7割の生産を占める桜葉については、伊豆松崎町桜葉

振興会と共に、地域おこし協力隊制度等を活用し、意欲ある女性を含

めた新規就農者を確保する施策を展開し、生産の継続拡大と桜葉を活

かした６次産業化を目指していく。 

 

○林業 

林業の活性化を図るため、林道、作業道の基盤整備とともに、広域合併し

た森林組合の活動強化及び活発化を促し、組合による総合的施業を推進、援

助する。さらに、未利用の広葉樹林の活用による木炭、シイタケ原木の生産

の拡大とともに、タケノコ等の特用林産物の植生環境を整備し、特産品とし

ての育成を図り、農作物の集・出荷施設との共同利用による販路拡大を目指

す。 
また、森林の持つ多面的機能の確保と荒廃森林の解消のため、治山事業の

推進や計画的な森林施業を進めるとともに、貴重な森林資源となる間伐材

の利用を促進する方策の検討や新しい特用林産物の開発、育成に取り組み、

近隣市町等関係機関とも連携して林業振興施策を推進する。 
さらに、「牛原山町民の森」や「富貴野山21世紀の森」などの優れた景観

と立地を持つ森林に、森林の保全と調和を図りながらレクリエーションエ

リアとしての拠点整備や「クアオルト（健康温泉保養地）構想」を進め、森

林体験を通じた都市との交流を促進する。 
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○水産業 
漁業協同組合を中心に、漁港施設の整備、近代化を進めながら、資源の育

成、生産性の向上のための漁場整備を始めとし、漁業経営の安定・拡大に繋

がる付加価値の高い資源の蓄養事業を促進し、安定した供給体制の確立を

図るとともに、漁村集落環境及び海岸環境の保全を積極的に進め、観光業や

ふるさと納税の返礼品、近隣市町等関係機関と連携した地域水産業の振興

を図っていく。 
さらに、観光的需要に対応し漁業協同組合の販売事業を通じて、地場流通

の促進や特産品の開発を進め、観光との連携による所得の向上を図り、海の

多目的利用と資源の有効活用を促進する。 
 

  ○地場産業の振興 

農林水産業の資源と素材を生かした特産品の開発や地域産業の育成、既

存企業などの近代化、経営の安定化を図るため、商工会や近隣市町等関係機

関と連携して中小企業の経営指導や人材育成活動などによる、集団化、共同

化を促進する。 

 

  ○企業誘致 

既設事業所（企業）による雇用増を望むことは難しいため、外部への働き

かけにより、企業、事業所の誘致、雇用の場の確保に努め、若者の町外流出

に歯止めをかける。空き家を活用したシェアオフィスやワーケーションな

ど、テレワークを推進し、近隣市町等関係機関とも連携して今までにない新

しい業種や起業を促進し雇用確保を目指す。 

 

  ○商業 

生活者の買物ニーズや購買動向の把握に努め、個々の商店が個性あふれ

る魅力的な商店となるような商品開発を推奨し、経営改善に繋がるような

経営指導等を商工会と一体となって促進する。 

また、情報交流や指導、育成を促す中で、商業者の情報ニーズに応えると

ともに、経営の近代化や各商店街が、住民が集える場、観光客を迎える場、

適切な商業・サービスが提供される場としてのテーマを持ったなかで取り

組み、近隣市町等関係機関とも連携してアメニティと環境に優れた商業地

づくりと商業の振興を図る。子どもや高齢者の居場所を兼ねる場としての

利用も検討していく。 

 

  ○観光又はレクリエーション 

海、山、里の恵まれた自然や歴史、文化を大切にした「花とロマンのふる

里づくり」を強力に推進し、観光魅力の強化と受入体制の整備により、地域
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密着、自然体験、地域の文化とのふれあい、健康増進等をキーワードに、近

隣市町等関係機関とも連携して次のような振興施策を展開する。 

① おもてなしの心あふれる宿のまちづくり 

② 町民が多様な体験の指導者となるまちづくり 

③ 学生などの合宿、研修施設の整備 

④ 地域文化や町並みとふれあいの場の整備 

⑤ 桜葉などの特産加工品の充実、開発 

⑥ ふるさとならではの食とその文化の充実、開発 

⑦ 徒歩や自転車での観光コースの整備（ネットワーク化） 

 

  ○港湾 

物流、観光、海洋レクリエーション、防災対策など、港湾を核とした周辺

地域の活性化を図るため平成22年に供用を開始した松崎新港は、静岡県や

近隣市町等関係機関とも連携して多様で複合的な利活用に取り組んでいく。 
 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

2 産業の振

興 

(1)基盤整備 

 農 業 

耕作放棄地対策事業 松崎町 補助金 

 県営中山間地域総合整備事業 静岡県 負担金 

 地域用水環境整備事業  〃 負担金 

林 業 森林整備（間伐）事業 松崎町  

 県単治山事業  〃  

水産業 水産基盤整備事業  〃  

(9)観光又は

レクリエー

ション 

観光施設整備事業（観光施設・案内看板・公

衆トイレ・遊歩道・歴史的建造物整備他） 

松崎町  

道の駅・旧依田邸整備事業（直売所等）  〃  

(10) 過 疎 地

域持続的発

展進特別事

業 

有害獣等被害防止対策事業（補助・奨励金等） 松崎町 補助金 

中山間地域等直接支払事業  〃  

鏝絵のまちづくり推進事業（鏝絵コンクー

ル、特別展他） 

 〃 補助金 

誘客宣伝事業（パンフレット、ポスター他）  〃  

グリーンツーリズム推進事業  〃 補助金 

桜葉を中心とした第1次産業の振興  〃 補助金 

道の駅・旧依田邸整備事業（施設解体分）  〃  

(11)その他 港湾改修事業等（松崎港） 静岡県 負担金 
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（４）産業促進事項 

  ○産業振興促進区域及び同区域における振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

町内全域 製造業、旅館業、農林水産物等販

売業、情報サービス業等 

令和８年４月１日～ 

令和13年３月31日 

 

  

  ○当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

   ３産業の振興及び４地域における情報化の(2)その対策及び(3)計画の

とおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

（松崎町公共施設等総合管理計画における施設類型ごとの管理に関す

る基本的な方針（関連部分抜粋）） 

・産業施設は、棚田交流施設、特産館、民芸館、浜丁、松崎町団体事務所

があります。このうち、棚田交流施設、特産館は観光施設でもあることか

ら、計画的な修繕を行い、適切な維持管理を行う。 

・民芸館と浜丁は、テレワーク等で利用可能なサテライトオフィスとして

活用するため、適宜老朽箇所の修繕を行う。 

・観光施設は、伊豆の長八美術館、伊豆文邸、明治商家中瀬邸、旧依田邸、

重要文化財岩科学校、道の駅花の三聖苑がある。これらの施設のうち、伊

豆文邸、明治商家中瀬邸、旧依田邸、重要文化財岩科学校は歴史的建築物

であり、地域の歴史・文化を伝える貴重な文化財施設であることから、今

後も建物の保全・継承に努めていく必要がある。また、伊豆の長八美術館

は、松崎が生んだ漆喰鏝絵の名工、入江長八の作品を多くの人に鑑賞して

もらい後世に継いでいくための施設である。これらの施設は老朽化が進行

していることから、適宜修繕を実施し、適切に維持管理を行っていく。 

・漁港 町が管理する漁港が３箇所ありますが物揚場等の漁港施設の老朽

化が進み、その維持管理についても課題となっている。機能保全計画書（岩

地漁港・石部漁港・雲見漁港）及び、海岸保全施設長寿命化計画に基づき、

今後も適切に維持管理を行う。 

 

４ 地域における情報化                        

（１）現状と問題点 

○情報化 

平時における町の事業や災害時における避難情報など住民への主要な情

報伝達手段となっている同報無線設備はデジタル更新を実施している。 
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光ファイバ網の整備は、地域の活性化などに不可欠な社会インフラであ

るが、人口の少ない条件不利地域においては整備が進んでいない。当町で

は、松崎局エリアの一部が未整備となっていることから、地域情報格差を

解消するため、残る地区の整備を行なっていく必要がある。 

現在の観光来遊者は、移動端末による情報収集や情報発信、連絡等を行

っている。また、企業の移転・誘致や二地域居住、ワーケーションやテレ

ワークといった就業形態も浸透してきたこともあり、公共施設等の光ファ

イバ網やWi-fi環境整備が必要である。 

 

（２）その対策 

○情報化 

同報無線を今後も支障なく利用できるよう維持管理し、必要に応じて整

備を行う。また、情報格差解消のため、光ファイバ網の整備の残されている

小杉原地区や門野地区の整備を検討し、マルチメディアの活用による情報

化の推進と質の高い行政サービスを推進していく。 

観光振興、企業誘致、移住促進等の多様な面において必要不可欠となる光

ファイバ網やWi-fi環境整備を推進していく。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

3 地域にお

ける情報化 

(1)電気通信

施設等情報

化のための

施設 

Wi-fi環境整備事業 松崎町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保                  

（１）現状と問題点 

  ○国県道 

伊豆地域は、地域活性化のうえから最も重要な役割を果たす道路網整

備が非常に立ち遅れており、伊豆西海岸への進入路にあたる田方地区を

中心に慢性的な渋滞が続いている。伊豆縦貫自動車道の東駿河湾環状道

路が開通、伊豆中央道等を経由して、平成30年度には天城北道路が開通し、
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伊豆市月ヶ瀬まで高規格道路でつながった。今後は河津下田道路、天城峠

道路の早期完成、全線開通が待たれる。国道136号は、西伊豆地区の生活・

経済が依存している重要路線であるが、いまだ未改良区間が残されており、

また、当町を通過する県道についても狭隘個所や未改良区間が残されてい

る。特に県道下田松崎線は伊豆西海岸と伊豆縦貫自動車道へのアクセス道

路として更なる整備が求められる。 
地域振興・生活基盤としての役割が高いため、災害に強い国・県道の整備

に対する要望が強い。 
 

  ○町道 

  ・道路 

町道は令和７年３月末時点において、758路線23万９千525㍍に及んでい

るが、舗装率は42.2％、規格改良率5.8％と低い水準となっている。用地取

得や地形条件等から、道路整備率を早急に上げることは難しい状況である

が、住宅等の増加に伴い地域からの要望に対応すべく、計画的な改良や舗装

整備の促進を図る必要がある。 

 

  ・橋梁 

令和７年度現在、橋梁は146橋あり、そのうち非永久橋は13橋となってい

る。平成26年度から５年サイクルによる全橋梁の点検が義務化され、順次点

検した結果に基づき、橋梁の長寿命化・耐震補強補修を進めて行く必要があ

る。 

 

  ○農道 

当町の耕地は、二級河川那賀川、岩科川の流域に拓けた農用地を中心

に緩傾斜地の山間部に水田、畑、樹園地が広がり、令和６年現在の耕地

面積は239㌶となっている。 

平地では、水稲や花卉などを栽培し、台地では全国の７割余りを産出す

る桜葉栽培が中心となっているが、近年は過疎化や高齢化による労働力不

足により耕作放棄地が年々増加している。 

農道整備の現況は令和６年度末で76路線、延長３万３千459㍍であるが、

まだまだ生産基盤としての整備が進んでおらず、農業振興のうえからも農

用地の有効利用が十分果たされていない状況である。 

集団的な農用地区域についても、一応の区画整理（１区画、５アール

単位）がなされているが、農道は幅員が狭いなど基盤整備が充分でなく、

農道としての機能が果たされていない状況なので、広域的な農道の新設

や拡幅改良などの整備を積極的に推進していく必要がある。 
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  ○林道 

町の林野面積は、７千140㌶で町域の84㌫を占めているが地形が急峻な

ため、林道整備等が遅れている。 

このため、林業を専業とする林家はなく、経営規模も小さいうえに、価格

の低迷や高齢化、後継者不足による労働力の減少により林業経営は大変厳

しい状況にある。 
林道は令和６年度末で11路線、延長1万5千163㍍であるが、森林を適切に

管理し、豊かな森林資源を維持して林業経営の改善と近代化を推進するた

めに、林道の整備と維持管理を計画的に進める必要がある。 
 

  ○交通手段 

本町には鉄道駅がなく、公共交通機関の中心はバス路線となっている。

しかしながら、年々利用者が減少し、バス運行事業者の撤退もあり、平成

11年度から道路運送法第４条による町自主運行バスを運行し、現在、生活

４路線の確保を図っている。   

その他の手段は、タクシー事業所が４社（うち２社は福祉輸送限定）あ

るが、利用者の減少が続いており、公共交通機関の維持が大きな課題とな

っている。 

 

（２）その対策 

  ○国県道 

伊豆西・南部の活性化には、幹線道路網の整備は重要な課題である。伊

豆縦貫自動車道の早期実現のため、建設促進期成同盟会を中心に積極的に

働きかけるとともに、国・県道は地域の振興・生活基盤の根幹をなすため、

拡幅改良整備について、国・県に積極的に要望活動を促進するとともに地

域振興の施策も合わせて整備する。 

 

○町道 

  ・道路 

土地利用、地域振興上の観点から幹線道路の改良、舗装促進を図るととも

に集落内道路については、安全性、利便性に配慮し地域の実情に即した整備

を積極的に推進し、地域住民の要望に応えていく。 

 

・橋梁 

住民生活の利便性、安全性の観点から主要路線に架かる必要性の高い橋

梁から順次、長寿命化、耐震化、更には架替えを積極的に進めていく。 
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  ○農道 

農道は、農業の振興を図るべき地域の農業基盤の中心的役割を果たすも

ので、農業発展の方向に即した農業生産性の向上、機械化による営農労力

の節減、流通機構の改善及び定住条件の改善、ふるさと資源の開発などに

役立つので、地域全体の活力を高め、地域の維持、活性化のため整備する

必要がある。 

本町は、集落が点在し集落内の道路も狭いため、集落内道路の整備とあ

わせて広域基幹農道を整備することにより、農道のネットワーク化を推進

し、農業経営の合理化、農村生活環境の改善、都市との交流など地域の農

業振興の活性化を図るために、計画的かつ効率的に整備を促進する。 

 

  ○林道 

森林の適切な管理と森林施業の効率化のため、林道、森林作業道等の林

内路網整備を推進するほか、林道の適切な維持管理によりインフラ施設の

長寿命化を図っていく。また、森林の多面的生産活動に加えて、都市住民

との交流や森林レクリエーションエリアの整備による地域振興及び基幹的

な林道の整備による交通ネットワーク化を推進していくうえにも、林道の

開設、改良整備の促進を図る。更にマウンテンバイクパークやクアオルト

構想など森林活用の具体的な施策を官民協働で進めていく。 

 

  ○交通手段 

日常生活の足として、地域住民のニーズに即した路線バスなどの交通手

段の維持に努めるとともに、近隣市町や県との協働による公共交通のあり

方について官民一体となった検討を図る。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

4 交通施設

の整備、交通

手段の確保 

(1)市町村道 

道路 

町道舗装事業（県代行 山口雲見線L=570ｍ 

W=8.0ｍ・石部線他） 

松崎町  

 

橋梁 

町道整備事業（町道新木留場線他）  〃  

橋梁整備事業（長寿命化・耐震補強）  〃  

橋梁点検業務  〃  

(2)農道 農道整備事業（農道伏倉山崎線他） 松崎町  

(9)過疎地域

持続的発展

進特別事業 

公共交通対策（路線バス対策事業他） 松崎町  

福祉タクシー利用券交付事業  〃  

寿乗車券交付事業  〃  
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買物等支援事業  〃  

(10)その他 県単道路整備事業（下田松崎線・南伊豆松崎

線・湯ヶ野松崎線） 

静岡県 負担金 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

（松崎町公共施設等総合管理計画における施設類型ごとの管理に関する

基本的な方針（関連部分抜粋）） 

公共土木施設に関する基本方針  

公共土木施設は、道路や橋梁をはじめ、上水道、下水道、温泉施設など

多種多様な施設があるが、町民生活を支える必要不可欠な施設であり、町

民のライフラインとなっている。そのため、老朽化による稼働不能や重大

な事故は未然に防止しなければならないとともに、その性質上、公共建築

物とは異なり、再配置や統廃合といった合理化はあまり現実的ではない。  

そのため、ライフラインの確保を最優先としながらも、効率的な長寿命

化により可能な限り既存施設を有効に活用し、維持管理費用の縮減に取り

組む。  

一方、今後も人口が減少していくことが予測されていることから、機能

を維持しながらダウンサイジングや施設統合、新技術の導入等を行うとと

もに、事業規模として町単独で行うのではなく広域連携等による事業統合

の可能性の検討など、多角的な面からインフラ施設の機能維持を行うため

の検討を進める。 

 

６ 生活環境の整備                          

（１）現状と問題点 

  ○水道施設 

水道事業は、昭和31年に簡易水道事業として発足し、平成15年からの第

５期整備による新水源の整備や一部本管改良工事により、安定した水の供

給を行なっている。 

しかしながら、施設整備後50年以上経過しているため、諸施設の老朽化

が目立ち、水道本管の耐震化も一部未改良の状態であり、漏水も発生して

いることから、緊急性を勘案し順次整備を進めている。 

なお、第３期拡張工事までに建設された、配水池等の老朽化も進み、将

来発生が懸念されている南海トラフ巨大地震による施設の損壊が危惧され

ている。また、ポンプ室や配水池及び浄水場が点在しているため、日常の

点検維持等の管理体制の効率化が求められる。 
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○下水処理施設 

生活雑排水の処理は、清潔で衛生的な生活を確保し、水質保全を図る上

からも重要な課題となっている。 

海岸部の岩地・石部・雲見地区については、農業、漁業の各集落排水

施設の整備が完了している。 

一方、その他の地区については、中心市街地の松崎地区をはじめ、中

川・岩科地区の町域が広くて集落は分散し、さらに多額の事業費負担が

困難なため、下水道施設の整備が困難である。このため、合併処理浄化

槽設置整備事業補助制度により新設及び単独浄化槽、汲み取りからの設

置替えに対して補助金を交付して合併処理浄化槽の整備を進めているが、

経済情勢の悪化から家屋の新築が少なく、また高齢者世帯の増加から施

設の設置替えも少ないため、合併処理浄化槽の整備があまり進んでいな

い状況である。集落排水処理施設については老朽化が進んでおり、処理

人口の減少への対応も含め適切な施設の機能保全対策が必要となってい

る。 

 

○廃棄物処理施設 

  ・ごみ処理施設 

クリーンピア松崎は、稼働開始から27年が経過し、改修費用等も増えて

いるものの、早めの修繕と日常の点検管理に努めることにより、大規模な

事故もなく運転されている。地元雲見区との覚書により令和９年度末まで

の操業延長は合意しているが、施設の更新には相当の費用などがかかるた

め近隣市町との広域処理の検討をしている。 

 

  ・し尿処理施設 

現在、岩地、石部、雲見地区の集落排水処理施設の汚泥やその他の地

区の事業所、一般家庭から排出されるし尿・浄化槽汚泥の最終処理は、

松崎町と西伊豆町で組織された西豆衛生プラント組合（現西豆広域行政

組合）が、平成19年度に松崎町江奈地内に建設した陸上施設において、

最終処理を行っている。 
今後、年数の経過に伴い、機械設備・電子機器の更新や施設機能の修

繕など維持管理に係る経費が高額になることが予想される。 

  

○火葬場 

斎場事務は、隣町の西伊豆町に事務委託をしているが、西伊豆町斎場

は、昭和38年に建設され、築60年以上経過し、新斎場整備に係る検討が

進められてきた。新斎場の整備事業にあたっては、令和５年２月に西伊

豆町と松崎町が一部事務組合で共同処理を行うことに合意し、令和５年
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度には、建設予定地状況調査と基本計画策定した。令和６年度には、基

本設計などを実施し、一部事務組合は、新たに設立せずに、既に２町で

運営している西豆衛生プラント組合の共同処理事務に火葬施設の建設事

務等を追加し、名称を西豆広域行政組合に変更した。令和７年度には実

施設計を行い、整備事業を進めている。 

 

○消防施設 

消防体制は、東伊豆町を除く下田市・賀茂地区の１市４町で組織・再編

した下田消防本部の常備消防と６分団245名からなる消防団の非常勤消防

により構成されている。 

近年若年層の減少により、消防団員の高齢化が進み、人員確保が難しく

なってきているが、火災の状況は住宅資機材の変化などにより、多様化、

複雑化する傾向となっている。また、近年多発するゲリラ豪雨災害や懸念

される大規模地震などの自然災害にも対処するために、更に消防力の強化

を図っていく必要がある。 

救急体制は、高齢化などに伴う救急需要の拡大に対応するため、救急医

療機関等との連携のもと、体制の充実や施設の更新を図っていく必要があ

る。 

 

○公営住宅 

管理戸数42戸の内、22戸は平成11年３月に建替えを終了しており、残り

20戸については、昭和45年建築の建物であるので、耐震性、設備面での改

善が必要でため、新たな入居者の募集は行っていない。定住人口の確保か

らも、公営住宅の整備を検討する必要がある。 

 

○その他 

近年の異常気象による影響と思われる豪雨が度々発生し、二級河川那賀

川や岩科川の河口に隣接する低地域では、高潮位などの要因が複合的に作

用し浸水被害が生じている。今後も集中豪雨などの発生が懸念されること

から、内水対策を推進する必要がある。 

岩地、石部、雲見の３海岸の水門や防潮堤等の海岸保全施設も老朽化が

進み、適切な維持管理が必要となっている。 

当町は、南海トラフ地震防災対策推進地域、また、南海トラフ地震津波

避難対策特別強化地域にも指定されている。能登半島地震が発生したこと

などから、住民の防災意識も向上しているが、想定される地震や津波への

十分な対策が必要となってくる。 

町内に津波避難困難区域が存在しているため、避難困難区域の解消に向

け、津波避難施設の整備が必要である。また、建設から10年が経過する西
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区津波避難タワーにおいて一部腐蝕などが見られることから、既存施設の

維持管理についても課題となっている。 

 

（２）その対策 

○水道施設 

水道事業の使命である清浄にして、豊富で安全な飲料水の確保は、イン

フラの根幹をなすものである。 

このため、本管改良工事（配水本管敷設替えによる管材質や口径の検討、

有収率の向上及び配水管網の整備拡充等）及び配水池を含めた諸施設の耐

震化工事や浄水場の更新工事等の実施、更には中央監視システムを導入し

た集中管理による管理体制の強化により、安全で安定した給水の確保を図

る。 

 

○下水処理施設 

公共下水道については、実施に当たって事業費等問題点が多いため、当

町では、合併処理浄化槽について、生活排水処理の観点から公共下水の代

替事業として十分機能を発揮できるよう、補助金の見直し検討、住民への

周知等により補助制度を活用した普及推進を図っていく。集落排水処理施

設については、処理人口の減少に対応した設備の検討や老朽化した施設

及び管路の適切な維持管理を行う。 

 

  ○廃棄物処理施設 

   ・ごみ処理施設 

環境保全の見地から、分別収集の強化を図るとともに、ごみの減量化及

び資源のリサイクル化を推進する。施設の更新時期が近づいているため、

処理に支障がでないよう近隣市町などとの広域処理を進める。 

 

  ○し尿処理施設 

生活環境の保全のため、し尿及び浄化槽汚泥を衛生的に処理すると共

に、施設の維持修繕や老朽化する電子機器や施設機器の更新など適切な

施設管理に努め、維持管理費等運営経費の合理化を図る。 

 

    ○火葬場 

   火葬業務に支障がでないよう、早期に新斎場の整備を進め、適切な維持

管理を行う。 

 

  ○消防施設 

消防団による消防活動が円滑に行えるよう老朽化が進んでいる消防ポン
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プ車、小型動力ポンプ及び同積載車の更新を図り、総合的な消防体制の確

立を図る。 

常備消防における消防力の維持・強化及び救急医療体制の維持・充実

のため、消防ポンプ車及び救急車の整備・更新を図る。 

 

○公営住宅 

松崎町公共施設等総合管理計画に基づき、耐震性のない住宅については、

入居者へ転居を勧め、退去した住宅から早期に撤去し、更新等の方向性を

検討していく。 

 

  ○その他 

内水対策については、抜本的な解決策を実施するには課題も多く困難を

要するが、現況調査及び原因の推定を進め、その結果をもとに被害を軽減

する整備を図る。 

ゲリラ豪雨などから土砂災害を防止するため、急傾斜地崩壊対策事業を

推進する。 

老朽化が進む３海岸の海岸保全施設については、機能保全計画に基づき

適切な維持管理を行う。 

防災拠点の整備など、地域の特性に応じた防災・減災対策をハード・

ソフトの両面から広域的な視野で対策を講じることで、地域の安心・安

全を確保していく。 

特に津波避難困難区域の解消として、津波避難施設の整備を進めると

ともに、避難行動を支援するため、避難経路上のブロック塀等の耐震改

修や避難誘導看板の整備等により、地域住民の安全な避難行動がとれる

よう対策を講じていく。また、既存の避難施設等の点検を行い、維持管

理に務めていく。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

5 生活環境

の整備 

(1)水道施設 

上水道 

水道施設改良事業（水道施設整備） 松崎町  

 老朽管更新事業（水道本管布設替え）  〃  

 中央監視設備事業（中央監視システム導入）  〃  

 水道台帳整備事業  〃  

(2)下水処理施設 合併処理浄化槽設置整備事業 松崎町 補助金 
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農村集落排水施設 

 

その他 

農業集落排水施設整備事業（石部集落排水処

理施設）  

 〃 

  

 

漁業集落排水施設整備事業（岩地、雲見集落

排水処理施設） 

 〃  

(3)廃棄物処

理施設 

ごみ処理施設 

広域ごみ処理施設整備事業 松崎町 

（一部事

務組合） 

負担金 

 ごみ処理施設整備事業（各部点検・修繕・更

新） 

松崎町  

 ごみ処理施設整備事業（車両）（一般廃棄物

収集車更新） 

 〃  

 ごみ焼却残渣処分事業（焼却灰運搬、処分）  〃  

し尿処理施設 し尿処理施設整備事業（各部点検、修繕） 西豆衛生プ

ラント組合 

負担金 

し尿処理施設整備事業（電子機器等更新）  〃  〃 

し尿処理残渣処分事業（脱水汚泥運搬、処分） 松崎町  

(4)火葬場 斎場整備事業（新斎場整備・維持修繕・※旧

施設解体） 

西豆広域

行政組合 

※西伊豆

町 

負担金 

(5)消防施設 車両整備事業（消防ポンプ車・救急車） 下田地区消防組合 負担金 

(6)公営住宅 町営細田住宅整備事業（施設解体） 松崎町  

(8)その他 浸水対策事業（宮内他） 松崎町  

急傾斜地崩壊対策事業負担金（宮内寺の脇

他） 

静岡県 負担金 

漁港海岸保全施設長寿命化事業（岩地・石部・

雲見漁港海岸） 

松崎町  

津波避難施設整備事業  〃  

津波避難路整備事業  〃  

避難誘導看板等整備事業  〃  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

（松崎町公共施設等総合管理計画における施設類型ごとの管理に関する

基本的な方針（関連部分抜粋）） 
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・上水道 管路の耐震化及び老朽化した管路の更新が進んでおらず、また、

一部施設においても耐震化が行われていない。町民のライフラインを支え

る重要な施設であり、水の安定供給が求められるが、集中管理システムが

構築されていないことから、施設が点在する中で、日常点検等が不可欠な

状況である。今後、老朽化している施設を更新していく必要があるが、給

水人口の減少による給水収益が減少しており、今後も人口の減少が予測さ

れている中で、更新費用の確保が課題となっている。そのため、更新にあ

たっては施設のダウンサイジングや統廃合、新技術の導入など様々な対策

を行うとともに、適正な経営戦略に基づく事業運営を進めていくため、事

業のあり方について今後検討を行っていく必要がある。 

・下水道 海岸部の岩地・石部・雲見地区で、集落排水処理施設を整備し

運用している。公共下水道の新設については、実施に当たっての事業費等

の問題点が多いため、本町では合併処理浄化槽について、生活排水処理の

観点から公共下水道の代替事業として十分機能を発揮できるよう、補助金

の見直し検討や住民への周知等を行うことで、補助制度を活用した普及推

進を図る。集落排水処理施設については、処理人口の減少に対応した設備

の検討や老朽化した施設及び管路の適切な維持管理を行う。今後は、経営

戦略を策定し、処理施設及び管路について適切に維持管理を進めていく。 

・処理施設（ごみ処理施設／下水道処理施設） ごみ処理施設として、ク

リーンピア松崎がある。平成11年４月に供用開始し、毎年度、点検整備を

行っているが、平成25年度から平成27年度に集中的に設備改修を実施して

いる。今後も、適宜設備改修や修繕を行い、適切な維持管理を行っていく

が、人口減少に伴う手数料収入の減少、リサイクル推進に伴うごみの減少

や設備の供用期間を考慮し、将来に向けて近隣市町との広域連携などを検

討しているため、新たな施設を建設した際には現在の施設を取り壊すこと

とする。また、下水道処理施設として、集落排水施設が３箇所ある。これ

らは各地区の排水組合に指定管理者制度で管理委託を行っているが、今後

は機能診断及び最適整備構想、それを基に策定する経営戦略により、持続

可能な運営方法について検討を行う予定である。 

・町営住宅は、伏倉小坂住宅と伏倉細田住宅がある。このうち伏倉細田住

宅は、築50年以上が経過し老朽化が進行しており、耐震性も不明であるこ

とから、現在入居者の募集を停止している。今後は、入居者の状況を踏ま

えながら取り壊すことを検討する。伏倉小坂住宅は、築20年以上が経過し、

外壁の剥離や排水管の故障等がみられるなど大規模修繕が必要な時期と

なっている。町民の住宅セーフティネットを担う施設として、大規模修繕

に合わせて長寿命化計画の策定を行い、適切に維持管理を行う。また、入

居応募者が減少傾向にあることから、入居者の増加を促す対策を行う。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進      

（１）現状と問題点 

  ○子育て 

近年、核家族化やひとり親世帯の増加を背景に、子育てに対する不安

や負担感が増大するとともに、保育や子育て支援のサービスへの要望は

多様化・増加しています。 

本町においても、少子化や核家族化の進行により、幼稚園・保育園、

児童館利用児童数の減少が見られ、子育てを行う親同士・隣近所との交

流が希薄化しており、育児不安や子育てに関する情報不足などが懸念さ

れています。 

 

  ○高齢者等 

令和７年４月１日現在における本町の高齢化率は50.8％と高く、県下で

も常に上位へランクされている。この傾向は今後も続くものと予想される。 

このような高齢化の進展は、就労場所の不足による生産人口の流出と、こ

れに伴う少子化の影響が強く、高齢者のみの問題としては解決しきれない

状況となっている。 

問題点として、以下のようなことが挙げられる。 

① 大きな割合を占める高齢者は、身体面及び経済面で「社会的弱者」と

見なされがちであるが、実際には元気で十分に活躍できる方々が多く、

「高齢者＝弱者」というイメージを打破し、活力ある高齢者を地域の資

源として活用できる体制を構築していかなければならない。 

② 介護の問題は、老後生活の最大の不安要因となっており、高齢者や家

族が安心して生活できる環境づくりの推進が必要となってきている。 

③ 高齢者が、住み慣れた地域で、生きがいを持って健康に暮らせるため

の支援体制の整備が必要である。 

④ 高齢化率を数字的に上げている要因として少子化があり、この原因と

して、出生率の低下や就労場所の少ないことによる生産人口の減少があ

る。これらは、少子化対策や高齢化を考えるうえで、避けて通れない問

題である。 

 

（２）その対策 

○子育て 

子ども・子育て支援事業計画（次世代育成支援対策行動計画）に基づき、

子育て支援の総合的・計画的な推進を図り、保育サービスの提供、子育て

相談の充実や少子化対策としての各種事業及び新しい働き方や起業支援・

推進等による生産人口の流出防止に努める。 
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○高齢者等 

・活力ある高齢者像の構築 

生きがい対策として、高齢者自身がそれぞれの知識や経験を生かし、アク

ティブシニアとして生きがいあふれる生活を送るための環境を整備するこ

とが必要である。 

そのために、生涯学習や生涯スポーツの普及に取り組むとともに、シルバ

ー人材センターの支援等も積極的に推進していく。 

・元気高齢者づくり対策 

健康長寿を実現するため、高齢者ができる限り要介護状態となること

なく、自立した日常生活を営める期間を伸ばし「健康寿命の延伸」を図る

ことを第一の目標として、健康づくり事業や健康教育、健康相談、各種検

（健）診などの総合的な疾病管理を推進する。 
また、ひとり暮らし高齢者の閉じこもりによる社会活動の低下や運動機

能の低下を防止するための事業を推進する。さらに、認知症予防対策や地域

リハビリテーション体制の構築等を推進する。 
 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

6 子育て環

境の確保、高

齢者等の保

健及び福祉

の向上及び

増進 

(1)児童福祉

施設 

児童福祉施設整備事業（保育園建設費償還金

補助） 

松崎町 補助金 

(8)過疎地域

持続的発展

特別事業 

訪問給食サービス事業 松崎町  

こども医療費助成事業  〃  

ひとり親家庭等医療費助成事業  〃  

重度障害者医療費助成事業  〃  

地域生活支援事業（移動支援委託・ストマ用

装具・住宅改修他） 

 〃  

健康増進事業（がん検診委託事業）  〃  

精神障害者医療費助成事業  〃  

妊婦健診助成事業  〃  

予防接種事業  〃  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。  

  

 



- 31 - 

 

８ 医療の確保                            

（１）現状と問題点 

  ○医療施設等 

① 町内には、令和7年4月1日現在、３診療所（眼科１診療所含む）、４歯

科診療所があるが病院はなく、入院や内科以外の診療では、隣接する下

田市や西伊豆町、伊豆の国市の病院を利用することが多くなっている。

医療需要の多様化への対応を図るために、広域的な観点から医療機関相

互の連携とネットワーク化を図ることが必要である。 

地域医療への不安は年々高まっており、新たな医療体制の確保が課題

となっている。 

② 賀茂圏域には、８病院あるが大規模な病院はなく、一般病床を有する病

院は４カ所しかなく、その全てが200床未満である。機能的には一般病床に

比べ療養病床を有する病院が多い。今後は診療科目の充実や、より高度な

医療供給施設の整備充実が課題である。 

③ 初期救急医療については、賀茂医師会に委託し休日当番医制が整ってお

り、第二次救急医療は西伊豆健育会病院が行っているが、圏域内には第三

次救急を担う「救命救急センター」がないため、重症患者の広域搬送等を

含め、救急医療体制の充実が課題である。 

 

（２）その対策 

  ○医療施設等 

① かかりつけ医制度の普及や健診データの共有化などにより保健医療の

ネットワーク化を図る。 

また、遠隔診療の推進や診療所の事業承継支援などにより医療体制を整

備するとともに、学校医の確保や予防接種の実施など地域の実情に応じた

医療サービスの提供により、町民の健康で安心な暮らしを支える。 

② 関係機関の協力のもとに、広域的な観点から医療機関相互の連携の充 

実に努める。 

③ ドクターヘリの運航体制への支援により、重症患者に対する緊急医療体

制の充実を図る。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

7 医療の確

保 

(3)過疎地域

持続的発展

特別事業 

一次救急業務委託事業（西豆地区救急業務委

託） 

松崎町  

二次救急業務委託事業（賀茂地区救急業務委

託） 

 〃  
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公立病院組合負担金（下田メディカルセンタ

ー負担金・出資金）（施設解体費含む） 

 〃 負担金 

医療体制整備事業（遠隔診療の推進・事業承

継支援事業等） 

 〃  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。  

 

９ 教育の振興                            

（１）現状と問題点 

  ○小・中学校 

昭和45年当時、小学校４校1,002人、中学校１校645人であったが、人口

減少に加えて出生率の低下や少子化により、令和７年５月１日現在の児童

生徒数は、小学校150人、中学校93人と著しく減少している。このため、小

学校については、複式学級の解消を目的に学校統合を進め、従来の４校か

ら平成22年度には１校とした。その結果、バスを利用した遠距離通学児童

が増加したため、遠距離通学費の補助事業を始めた。 

また、中学校についても１学年単学級の状態が続いており、西伊豆町も

同様であることから、将来的に松崎中学校と西伊豆中学校を統合し、新た

な中学校を設立する検討も進められている。 

なお、小中学校の校舎や体育館の耐震化は行なわれているが老朽化が著

しく、大規模な補修・改修に取り組む必要がる。 

 

  ○幼稚園 

昭和45年当時、幼稚園４園239人であったが、少子化、過疎化等により、

令和７年５月１日現在の園児数は、12人と著しく減少している 

 

  ○その他 

住民の生涯学習への関心の高まりや自主的な学習活動への広がりに対

応し、生涯学習センターや図書館のさらなる利活用を検討する。 
生涯学習は、あらゆる学習を含むため、その推進にあたっては町内外の

人材や情報など様々な学習資源を効果的に結びつけ、学習機会の拡充を図

っていく必要がある。 

また、地域固有の課題を発見し、それを学習し、まちづくりに結びつけ

ていくことが生涯学習の大きな課題である。 

生涯学習センター、社会体育施設（総合運動場（野球場、テニスコート）、

勤労者体育センター）はいずれも老朽化が進んでおり、補修などの適切な
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管理が必要である。 

 

（２）その対策 

  ○小・中学校  

児童・生徒の適切な教育環境を確保するため、施設の維持補修やエアコ

ンなどの設備の維持管理に努める。 

また、将来的に松崎中学校と西伊豆中学校を統合し、新たな中学校を設

立する検討を進める。 

なお、耐震性に問題のあった学校給食共同調理場については、令和６年

度・７年度において建て替えが完了し、令和７年８月末より新調理場ので

給食供給が行われている。 

 

  ○幼稚園 

少子化に伴い、平成28年度に松崎幼稚園を旧岩科小学校敷地内に整備し

た。きめ細かい幼児教育により、発達の促進や教育環境の充実を図るとと

もに、地域ニーズに対応した幼稚園の多機能化を促進する。 

 

  ○その他 

住民の学習ニーズに対応した生涯学習センターの利活用や各種講座・学

級の開設により「学習の生涯化」「学習の地域化」を促進し、生涯学習推進

体制の整備を図り、学習機会の提供や学習環境の充実に努める。 

そのため、社会教育にも力を入れてその推進を図る。生涯学習センター、

社会体育施設については補修等を行い適切な管理に 努める。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

8 教育の振

興 

(1)学校教育

関連施設 

小中学校施設整備事業(修繕・エアコン設置

等) 

松崎町  

統合中学校整備事業 松崎町

（一部事

務組合） 

 

(3) 集 会 施

設、体育施設

等 

社会体育施設整備事業（テニスコート照明器

具改修） 

松崎町  

生涯学習施設照明器具改修事業  〃  
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(4)過疎地域

持続的発展

特別事業 

遠距離児童・生徒通学費補助事業（バス代補

助） 

松崎町 補助金 

小中学校情報通信技術環境整備（パソコン等

の更新） 

 〃  

図書館蔵書整備  〃  

国際理解教育推進事業  〃  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

（松崎町公共施設等総合管理計画における施設類型ごとの管理に関する

基本的な方針（関連部分抜粋）） 

・小学校・中学校ともに耐震補強工事を実施し、耐震性を確保している。

引き続き計画的な修繕を実施し、適切に維持管理を行う。 

・生涯学習センターは、築25年程度経過している。計画的な修繕を実施し、

適切に維持管理を行う。 

 

10 集落の整備                            

（１）現状と問題点 

本町の総面積85.11k㎡のうち８割を山林原野が占め、平地、台地、山地等

の地形に35集落が散在し、その内海岸部には３集落が点在している。 

中央を流れる二級河川那賀川、岩科川の下流は松崎港となり、行政的機能

の中心として、主要施設や人口が集中している。 

しかし、これらの地区はすべて毎年人口が減少しており、町の中心から遠

距離にある地区は、交通問題、通勤、通学及び医療などの生活面において不

便をきたしている。今後はさらに高齢化が進み、日々の買い物などに支障が

出ることが心配される。 

また、過疎化による人口流出、後継者不足、少子高齢化などの問題は、地

域の担い手不足を生み、地域活力が減退している。 

このため、地域住民と行政が協働して地域のコミュニティ活動を維持し

ていくと共に、地域の担い手を育て、地域が自立するための取り組みに対し

て支援をしていく必要がある。 

 

（２）その対策 

昔から培ってきた地域活動が損われないよう、地域住民と行政が協働で

町づくりを進め、地域のコミュニティ活動を維持していく必要が求められ

ている。このため安心して地域活動に取り組めるよう、コミュニティ活動の

補助を行なっていく。また併せて町内で繰り広げられる各種イベントにも
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積極的に支援をしながら、地域住民が率先して地域づくりを担えるような

環境づくりに取り組んでいく。 

さらに、今後は地域それぞれの特性や慣習を大切にし、地域ごとの各資源

のさらなる魅力化を進めるほか、地区集落のネットワーク化を推進し、住民

と行政の連携協力によるまちづくりを行うため、各種事業の推進を図る。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

9 集落の整

備 

(2)過疎地域

持続的発展

特別事業 

地域活性化イベント補助事業（町内各イベン

ト） 

松崎町  〃 

コミュニティ活動推進事業（活動補償費・施

設整備補助） 

 〃  〃 

まちづくり活動支援補助金  〃  〃 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。  

 

11 地域文化の振興等                         

（１）現状と問題点 

○文化活動等 

経済社会の成熟や余暇の増大などを背景に、心豊かに生活していくこと

への関心が強くなっており、優れた文化を鑑賞したり、自ら文化活動に取

り組み、参加したいとする人が多くなっている。 

活動とすると、文化協会や各サークル等の主催による芸術祭や芸能部門

発表会、学級・講座など様々な催しを開催している。 

今後は各団体との連携を図りながら、活動への参加者の拡充や発表の場、

機会の提供及び支援策等を検討する必要がある。 

 

○町営施設等 

町内には、文化ホールを備えたコミュニティ施設でもある環境改善セン

ターや、社会体育施設の総合グラウンド、勤労者体育センター、海洋セン

ター等があるが、各施設とも建設以来30年以上が経過していることから老

朽化が目立つため、補修も含めた適切な管理が必要である。 

海洋センターについては、昭和60年にＢ＆Ｇ財団により建設されたが、

平成６年３月温泉給湯により、通年利用が可能となったため、健康づくり

やスポーツを楽しむ利用者も増えている。しかし、蒸気等による館内の鉄
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骨部分の腐食が著しく、塗装等の修繕を実施してきたが、腐食する速度が

速いため修理が間に合わない状況となっている。 

それと同時に、海洋センターの管理棟・事務所が手狭で、監視体制を強

化する上でも早期に改善を図る必要がある。 

 

○その他 

・重要文化財旧岩科学校校舎 

和風建築の一部に洋風意匠を取り入れた、なまこ壁の美しい、明治初期

の文明開化を偲ぶ建築物として高い評価を受けている。また、室内には鏝

絵の名工入江長八が施した「千羽鶴」などの漆喰鏝絵が残っているなど貴

重な歴史的建造物となっている。 

今後、国指定重要文化財の長期的な保全と歴史的資源としての活用が求 

められている。 

 

（２）その対策 

○文化活動等 

文化芸術団体と連携を図りながら、学級・講座の拡充や文化芸術活動への

参加者の拡大、発表の場の提供と機会の創出等、住民が文化的雰囲気や環境

のなかで、住むことの喜びと誇りを感じることのできるような活動を展開

する。 

 

○町営施設等 

文化活動の拠点施設として生涯学習センターと環境改善センターがあり、

町民芸術祭や各サークルによる発表会、「食」をテーマにした料理教室の開

催等、個人やグループによる 様々な活動に使用されている。また、スポー

ツ・レクリエーション施設として、野球場・テニスコート・勤労者体育セ

ンター・海洋センターがあるが、住民や観光客の余暇利用やサークル、大

会等幅広く利用されている。 

こうした各施設とも、施設の老朽化が問題であり、今後計画的に整備を

図る。 

また、体育協会加盟部会やウエルネスまつざきなど、地域のスポーツ団

体を支援することによりスポーツの生涯化を図り、住民の心身の健康増進

を目指す。 

 

○その他 

・重要文化財旧岩科学校校舎 

地域の歴史・文化を伝える貴重な文化財施設であることから、今後も建

物の保全・継承に努めていくとともに、その情報を外部に発信しながら文
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化財の有効活用を図っていく。また施設内の名松木の保全や庭園の整備

についても検討をする。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化

の振興等 

(3)その他 総合グラウンド整備（体育館・グラウンド） 松崎町  

海洋センタープール改修工事（プール棟・管

理棟・設備改修） 

 〃  

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。  

（松崎町公共施設等総合管理計画における施設類型ごとの管理に関する基

本的な方針（関連部分抜粋）） 

・松崎町農村環境改善センターは、文化ホールも備えているコミュニティ

施設であり、適時修繕を実施してきているが、築35年以上経過しているこ

とから、計画的に修繕を行い、適切な維持管理を行う。 

・スポーツ施設は、勤労者体育センター、総合運動場クラブハウス、松崎

海洋センターがある。このうち勤労者体育センターは築40年以上経過し老

朽化が進行していることから、計画的な修繕を行い、適切な維持管理を行

う。  

・松崎海洋センターは、温泉給湯による腐食等の進行やプール槽の塗装等

の修繕が必要な状況である。また、管理棟・事務所が手狭で監理体制の強

化も必要な状況であることから、早期に計画的な修繕を実施し、適切な維

持管理を行う。総合運動場クラブハウスについては、老朽化の状況に応じ

て、適宜修繕を実施していく。なお、武道場は現在使用されておらず、今

後は取り壊すことを検討していく。 

 

12 再生可能エネルギーの利用の推進                  

（１）現状と問題点 

町域の８割を山林原野が占める本町では、豊かな自然環境が貴重な資

源となっている。この自然環境を守っていくためにも環境に負荷をかけ

ない再生可能エネルギーの活用・普及が求められている。 

 

（２）その対策 

   住宅への太陽光発電システム設置を推進するための助成事業を実施す

るなど、再生可能エネルギーの普及啓発に努める。 
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（３）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 

 

13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項              

（１）現状と問題点  

○花いっぱい運動の推進 

昭和53年から「花とロマンのふる里づくり」をシンボルテーマに区・老

人会・女性会・学校など、住民総参加による花いっぱい運動を展開し、「住

民自らが誇れる郷土の創造」を目指した地域づくりを進めてきた。 

しかし、運動の中心を担ってきた組織が弱体化傾向にあることから、今

後、新たな組織編成による運動の継続が求められる。 

   

○景観まちづくり 

   「日本で最も美しい村」連合加盟における地域資源である「なまこ壁の

建造物」や「石部棚田」の保全活動、花いっぱい運動による環境美化活動

など、地域固有の景観まちづくりを進めてきたが、高齢化による景観保全

組織の衰退、活動参加者の減少が喫緊の課題となっている。 

   特になまこ壁の建造物は、189棟（平成28年町教育委員会調査）残って

いるが、生活様式の変化や老朽化により年々その数が減少し、保全活用に

向けた新たな施策が求められている。 

 

  〇財源の工夫と活用 

   住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実

現を図るためにも、施設整備と併せて様々なソフト事業を実施していく

必要があるが、人口減少や少子高齢化の進行に伴う社会保障費の増加な

どにより町の財政を取り巻く状況は厳しさを増しており、限られた財源

の工夫と活用が求められる。 

 

（２）その対策 

○花いっぱい運動の推進 

自然や歴史、文化など、松崎町の持つ優れた資源や特性を生かした「一

人ひとりが主役となり活力とやすらぎと感動のあるまちづくり」を進める

ため、これまで通り毎月第３日曜日を「花の日」と定め、町内清掃など住

民総参加による運動を展開する。 

また、地域、団体で行う花壇造成、緑化活動に対する原材料支給や地

域住民が一丸となった作業の実施や花壇コンクール、緑化講習会等の開
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催により、花いっぱい運動の推進と啓蒙を図ることで、組織の強化に取

り組んでいく。 
 

  ○景観まちづくり 

   令和２年に策定した「景観計画」に則り、景観形成重点地区や街なみ環境

整備事業など、法制度や事業制度を活用した施策を展開する。また、景観ま

ちづくりに取り組む関係団体の体制の構築に努める。 

特になまこ壁の建造物の保全・活用については、現存するなまこ壁の建

造物を専門的な見地により調査研究し、長期の計画を立て、必要な組織の

支援や技術者の育成、補助制度の整備など、官民一丸となり事業を進めて

いく。 

 

  〇財源の工夫と活用 

   住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実

現を図るためのソフト事業分（過疎地域持続的発展特別事業分）の実施に

要する経費の財源とするため、松崎町過疎地域持続的発展基金を積み立

てる。基金は必要に応じて取り崩し、過疎地域持続的発展特別事業の事業

費に充てることとし、この計画の期間が終了した後においても、過疎地域

持続的発展特別事業の事業費に充てることができるものとする。 

 

（３）事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

13 その他地

域の自立促進

に関し必要な

事項 

過疎地域持

続的発展進

特別事業 

花いっぱい運動活動推進（原材料・草花育苗） 

植栽管理（花木植栽・環境保全業務） 

松崎町  

景観まちづくり（なまこ壁の建造物の保全・

利活用など） 

 〃  

松崎町過疎地域持続的発展基金積立  〃  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

松崎町過疎地域持続的発展計画に掲載の各事業を実施するにあたって

は、松崎町公共施設等総合管理計画との整合性を図り、適切に実施する。 
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事業計画（令和８年度～令和12年度）過疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

(4)過疎地域

持続的発展

特別事業 

 移住定住 

移住定住促進事業 松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 

2 産業の振

興 

(10) 過 疎 地

域持続的発

展進特別事

業 

有害獣等被害防止対策事業（補

助・奨励金等） 

松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 

中山間地域等直接支払事業  〃 

鏝絵のまちづくり推進事業（鏝絵

コンクール、特別展他） 

 〃 

誘客宣伝事業（パンフレット、ポ

スター他） 

 〃 

グリーンツーリズム推進事業  〃 

桜葉を中心とした第1次産業の振

興 

 〃 

道の駅・旧依田邸整備事業（施設

解体分） 

 〃 

 

4 交通施設

の整備、交通

手段の確保 

(9)過疎地域

持続的発展

進特別事業 

公共交通対策（路線バス対策事業

他） 

松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 

福祉タクシー利用券交付事業  〃 

寿乗車券交付事業  〃 

買物等支援事業  〃 

6 子育て環

境の確保、高

齢者等の保

健及び福祉

の向上及び

増進 

(8)過疎地域

持続的発展

特別事業 

訪問給食サービス事業 松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 

こども医療費助成事業  〃 

ひとり親家庭等医療費助成事業  〃 

重度障害者医療費助成事業  〃 

地域生活支援事業（移動支援委

託・ストマ用装具・住宅改修他） 

 〃 

健康増進事業（がん検診委託事

業） 

 〃 

精神障害者医療費助成事業  〃 

妊婦健診助成事業  〃 

予防接種事業  〃 
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7 医療の確

保 

(3)過疎地域

持続的発展

特別事業 

一次救急業務委託事業（西豆地区

救急業務委託） 

松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 

二次救急業務委託事業（賀茂地区

救急業務委託） 

 〃 

公立病院組合負担金（下田メディ

カルセンター負担金・出資金）（施

設解体費含む） 

 〃 

医療体制整備事業（遠隔診療の推

進・事業承継支援事業等） 

 〃 

8 教育の振

興 

(4)過疎地域

持続的発展

特別事業 

遠距離児童・生徒通学費補助事業

（バス代補助） 

松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 

小中学校情報通信技術環境整備

（パソコン等の更新） 

 〃 

図書館蔵書整備  〃 

国際理解教育推進事業  〃 

9 集落の整

備 

(2)過疎地域

持続的発展

特別事業 

若者のまちづくり推進事業（太鼓

フェスティバル他） 

松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 

地域活性化イベント補助事業（町

内各イベント） 

 〃 

コミュニティ活動推進事業（活動

補償費・施設整備補助） 

 〃 

まちづくり活動支援補助金  〃 

13 その他地

域の自立促進

に関し必要な

事項 

過疎地域持

続的発展進

特別事業 

花いっぱい運動活動推進（原材

料・草花育苗） 

植栽管理（花木植栽・環境保全業

務） 

松崎町 地域の持続的発

展に寄与するも

ので効果は一過

性でなく、将来に

及ぶ事業である。 景観まちづくり（なまこ壁の建造

物の保全・利活用など） 

 〃 

松崎町過疎地域持続的発展基金

積立 

 〃 

 

 


